
令和５年度第４回小金井市地域福祉推進委員会次第 

 

日 時  令和５年１０月２７日（金） 

  午後２時００分から 

場 所  市役所第二庁舎８階 ８０１会議室 

 

１ 開  会 

 

２ 議  事 

 ⑴ 地域福祉計画素案について 

⑵ 市民説明会及びパブリックコメントの実施について 

 

３ 配布資料 

  別紙配布資料一覧のとおり 

  



 

 

小金井市地域福祉推進委員会 

配 布 資 料 一 覧 

 

 

資

料

No. 

資料名 備考 

第４回 

(10 月 27 日) 

１ 地域福祉計画（素案） 

事前配布 
２ 

市民説明会及びパブリックコメントの実施につい

て 

１ 地域福祉計画（素案）（差替） 

当日配布 
２ 

市民説明会及びパブリックコメントの実施につい

て（差替） 
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資 料 １ 

（当日配布） 
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第１章    計画策定にあたって 

 

 

 

１ 計画策定の趣旨 

少子高齢化・人口減少社会の進行、産業構造の変化、ライフスタイルの多様化と核

家族化の進行により、８０５０問題やダブルケア、ヤングケアラーといった制度の狭

間で支援が届かないケースや、個人・世帯単位で複数の課題が重なるケースなど、こ

れまでの高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉など分野別の対応では解決することが難

しい新たな問題が多く発生しています。さらに、私たちの生活を脅かす地震や台風な

どの自然災害、感染症等のさまざまな脅威や不安が高まっています。 

コロナ禍により社会参加の機会の減少や経済的な困窮の問題等が深刻化し、これま

で福祉サービスを利用したことがない方々の課題も顕在化しました。あらゆる世代の

人々が様々な困難に直面し、孤独・孤立に陥りやすい状況にあります。 

こうした状況下において、地域福祉の充実と推進は、今まで以上に重要になってき

ており、多様化した福祉課題に対し、地域づくりの基盤を整え、人と地域に共感と協

力の輪を広げていくことが求められています。 

平成２９年６月の「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改

正する法律」の公布に基づく「社会福祉法」（平成３０年４月施行）の改正では、地

域福祉推進における「地域生活課題」が具体的に定義され、その把握と関係機関との

連携等による解決が図られることになりました。このため、市町村は地域住民と行政

等との協働による包括的な支援体制づくりに努めていくことになり、それらを計画的

に推進していくために、福祉分野の共通事項を記載した地域福祉計画の策定の努力義

務化等が明記されました。また、有識者による地域共生社会推進検討会において、市

町村における包括的な支援体制の全国的な整備を推進する方策について検討が進めら

れました。 

その中で、市町村は、地域住民の複合・複雑化した支援ニーズに対応し、地域住民

等及び支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地

域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制、いわゆる包括的な支援体

制を整備するよう努めることとされました。こうした包括的な支援体制の構築を実現

するための施策として、①相談支援（属性を問わない相談支援、多機関協働による支

援、アウトリーチ等を通じた継続的支援）、②参加支援、③地域づくりに向けた支援

を一体的に実施する「重層的支援体制整備事業」が国により創設され、包括的かつ重

層的な支援体制の充実を図ることが求められています。  
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さらに、国際的に豊かで活力ある未来を創る「持続可能な開発目標（SDGs：

Sustainable Development Goals）」が示され、「誰一人取り残さない持続可能で多様

性と包摂性のある社会」の実現に向けて取組が進められおり、我が国においてもSDGs

の実現に向けて、官民ともに取り組んでいます。一人ひとりが自分らしく生きるため、

国籍、性、年齢、障がいの有無など様々な多様性を尊重し、支え合いながら共に暮ら

すことのできる社会の実現が必要です。 

小金井市（以下、「本市」という。）では、すべての住民が互いに支えあい、誰もが

安心して暮らせる思いやりのあるまちをめざし、平成３０年３月に「第２期小金井市

保健福祉総合計画」を策定し、地域の住民をはじめ、社会福祉協議会、民生児童委員、

ボランティア、ＮＰＯ法人、社会福祉法人等の多様な主体と行政とが連携し、地域に

おける生活課題を解決する仕組みづくりや取組を進めてきました。このたび、平成３

０年３月に策定した「第２期小金井市保健福祉総合計画」が令和５年度に終了するこ

とから、社会状況や制度の変化に対応するため、新たに「第３期小金井市保健福祉総

合計画」（以下、「本計画」という。）を策定します。 

 

２ 地域福祉とは 

「地域福祉」とは、子どもから大人まで地域に住む誰もが安心して暮らせるよう、

地域住民や事業者、社会福祉の関係者などが連携・協力し、地域における生活課題の

解決に取り組む考え方です。 

地域福祉を推進するためには、「自助：個人・家庭の取組」「互助：地域の取組」

「共助：社会保障制度等」「公助：行政の取組」を基本として、地域の一人ひとりが

役割を果たしながら連携・協力をすることが大切です。 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自助 互助 

共助 公助 

○自分（家庭）のことを 
自分（家庭）で 

〇健康管理（セルフケア） 
〇民間サービスの利用 等 

○社会保障制度（医療保険等） 
〇介護保険サービス 等 

○近所の助け合い 
○ボランティア・ＮＰＯ  
〇地域活動 等 

○高齢者福祉事業 
○生活保護  
〇人権擁護・虐待対策 等 
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３ 計画の位置づけ 

（１）法令上の位置づけ  

地域福祉計画とは、社会福祉法（以下「法」という。）第１０７条に基づき、行政

と福祉の専門職等の関係機関、住民が一体となって地域福祉を推進するために、地域

における生活課題を明らかにするとともに、その解決のために必要となる施策や体制

等について市町村が定める計画です。 

また、本計画は、成年後見制度の利用の促進に関する法律第１４条第１項に規定す

る「小金井市成年後見制度利用促進基本計画」と整合性を図り、再犯の防止等の推進

に関する法律第８条第１項に基づく「小金井市再犯防止推進計画」を包含しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（社会福祉法 第 107条） 

第百七条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める
計画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとする。 

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して
取り組むべき事項 

ニ 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 
三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 
四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 
五 地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項 

（成年後見制度の利用の促進に関する法律 第 14条） 

第十四条  市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域におけ
る成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めると
ともに、成年後見等実施機関の設立等に係る支援その他の必要な措置を講ずるよう努める
ものとする。 

２ 市町村は、当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関して、基本的な事
項を調査審議させる等のため、当該市町村の条例で定めるところにより、審議会その他の
合議制の機関を置くよう努めるものとする。 

（再犯の防止等の推進に関する法律 第８条） 

第八条 都道府県及び市町村は、再犯防止推進計画を勘案して、当該都道府県又は市町村に
おける再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画（次項において「地方再犯防止推進
計画」という。）を定めるよう努めなければならない。 

２ 都道府県及び市町村は、地方再犯防止推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞な
く、これを公表するよう努めなければならない。 
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（２）保健福祉総合計画の位置づけ  

本市が平成３０年３月に策定した第２期小金井市保健福祉総合計画では、平成２９

年６月の社会福祉法改正の趣旨を鑑み、地域福祉計画を、本市の保健福祉に係る各計

画に共通する基本的な視点や理念を示す上位計画と位置づけています。  

また、地域福祉計画は、本市の子どもと子育て家庭を支援するための施策を示す

「のびゆくこどもプラン 小金井（小金井市子ども・子育て支援事業計画）」における

基本的な視点や理念を示す計画としても位置づけています。 

本計画においてもこの考えを踏襲し、子ども・子育て支援事業計画も含めた保健福

祉に係る各計画に共通する基本的な視点や理念を示す地域福祉計画のもと、地域福祉

計画、健康増進計画（第３次）、障害者計画・第７期障害福祉計画・第３期障害児福

祉計画、第９期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画を１冊に綴じた計画として位

置づけます。 

 

第３期小金井市保健福祉総合計画に包含される各計画策定の法的根拠 

計画名 計画策定の根拠法 

地域福祉計画  社会福祉法第１０７条 

健康増進計画 （第３次） 健康増進法第８条第２項 

障害者計画・第７期障害福祉計画・第３

期障害児福祉計画 

障害者基本法第１１条第３項 

障害者総合支援法第８８条 

児童福祉法第３３条の２０ 

第９期介護保険・高齢者保健福祉総合事

業計画 

老人福祉法第２０条の８ 

介護保険法第１１７条 
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（３）他の計画との関係  

本計画は、本市の最上位計画「第５次小金井市基本構想・前期基本計画」の趣旨を

踏まえて策定し、福祉と健康分野の政策の取組方針「誰もがいきいきと暮らすことの

できるまち」を実現するため、保健福祉に関する各分野に共通する視点を示す計画で

す。  

また、小金井市社会福祉協議会が定める「小金井市地域福祉活動計画」とは、地域

福祉の推進という共通の目的のもと、両計画が車の両輪となるよう、市と社会福祉協

議会が協働、役割分担し、総合的に地域福祉の推進をめざします。 
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等 

小金井市 

社会福祉協議会 

第５次小金井市基本構想・前期基本計画 

１ 環境と都市基盤 

２ 地域と経済 

３ 子どもと教育 

４ 文化と生涯学習 

５ 福祉と健康 

６ 行政運営 

取組方針 

誰もがいきいきと暮らすことのできるまち 
 

福祉のまちづくりの推進、高齢者の生きがいの充実、高齢者が暮ら

し続ける仕組みの充実、障がい者福祉の充実、健康の維持・増進 

市の関連計画 
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再
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進
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小
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４ 計画期間 

本計画に包含する障害福祉計画・障害児福祉計画および介護保険事業計画の計画期

間は３年間と法的に定められています。 

本計画に含まれる、保健福祉分野に共通する基本的な考え方を示す地域福祉計画、

健康増進計画についても、障害福祉計画・障害児福祉計画および介護保険事業計画の

計画期間とずれが生じないよう、令和６年度から１１年度までの６年間を計画期間と

します。  

今後の６年間で、「基本構想・基本計画」の改定と数年の差が生じる期間が発生し

ますが、「基本構想・基本計画」が改定された時点で、本計画の内容も再検討するな

ど、最上位計画と齟齬が生じないよう配慮します。 

また、国の福祉施策や、社会経済情勢に著しい変化があった場合にも、必要に応じ

て施策を検討し、計画の見直しを行います。 

計画の期間 

令和５年度 

（2023 年） 

令和６年度 

（2024 年） 

令和７年度 

（2025 年） 

令和８年度 

（2026 年） 

令和９年度 

（2027 年） 

令和 10 年度 

（2028 年） 

令和 11 年度 

（2029 年） 

 

 

     

 

 

     

 

５ 策定体制 

本計画の策定に当たっては、令和４年度から５年度にかけて市の附属機関である

「地域福祉推進委員会」「市民健康づくり審議会」「地域自立支援協議会」「介護保険

運営協議会」において、学識経験者、福祉関係者および一般市民の方と共に、各分野

別計画の検討を進めました。  

さらに、市民、市内の民間事業者、市民活動団体等を対象としたアンケート調査や、

パブリックコメントの実施を通じ、市民や関係者等の意見を反映させた計画策定に努

めました。  

地域福祉計画  

健康増進計画  

障害者計画  

障害福祉計画・障害児福祉計画  障害福祉計画・障害児福祉計画 

介護保険・高齢者 

保健福祉総合事業計画 
 

介護保険・高齢者 

保健福祉総合事業計画 

 

基本構想・基本計画 
第５次前期 

基本構想・基本計画 
第５次後期 

保健福祉総合計画  
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第２章    市の現状と課題 
 

 

 

１ 統計資料から 

（１）人口・世帯  

① 人口 

本市の人口は平成２９年から令和３年にかけて、どの人口区分においても微増とな

っています。しかし、令和３年以降は、年少人口、生産年齢人口は減少する一方で、

老年人口は増加しています。また、６５歳以上の老年人口が全体に占める割合（高齢

化率）はほぼ横ばいで推移しています。 

 

小金井市の年齢３区分別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：小金井市住民基本台帳(各年 10 月 1 日現在) 

 

  

14,512 14,668 14,987 15,314 15,779 15,771 15,748 

80,297 80,907 81,443 81,981 82,540 82,466 82,134 

25,175 25,592 25,840 26,132 26,327 26,609 26,837 

119,984 121,167 122,270 123,427 124,646 124,846 124,719 

21.0 21.1 21.1 21.2 21.1 21.3 21.5

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

（％）（人）

年少人口

(0～14歳)

生産年齢人口

(15～64歳)

老年人口

(65歳以上)

高齢化率
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② 世帯数 

１世帯当たりの世帯人員はほぼ横ばいで推移しており、令和５年１０月１日で、 

１.９８人となっています。 

 

世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：小金井市住民基本台帳(各年 10 月１日現在) 

 

（２）高齢者  

① 前期高齢者・後期高齢者 

令和３年までは、前期高齢者数と後期高齢者数のどちらも概ね増加傾向にあります

が、近年は後期高齢者が増加し続ける一方、前期高齢者は減少傾向となります。令和

５年の前期高齢者数は１２，１１７人、後期高齢者数は１４，７２０人です。 

 

前期高齢者と後期高齢者の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：小金井市住民基本台帳(各年 10 月 1 日現在) 

  

59,392 60,247 61,056 61,738 62,394 62,816 62,895 

2.02 2.01 2.00 2.00 2.00 1.99 1.98 

0.00

1.00

2.00

3.00

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

（人）（世帯）

世帯数 1世帯当たりの人員

12,452 12,537 12,512 12,647 12,799 12,487 12,117 

12,723 13,055 13,328 13,485 13,528 14,122 14,720 

25,175 25,592 25,840 26,132 26,327 26,609 26,837 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

（人）

前期高齢者

(65～74歳)

後期高齢者

(75歳以上)
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② 高齢者世帯 

ひとり暮らし高齢者世帯数および高齢者夫婦のみ世帯数は共に増加傾向にあります

が、平成２７年から令和２年にかけて高齢者夫婦のみ世帯数は減少しています。 
 

ひとり暮らし高齢者および高齢者夫婦のみ世帯数 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

資料：国勢調査(各年) 

 

③ 要介護認定者 

介護保険の要介護認定を受けた要介護認定者数は毎年増加しています。 

一方、高齢者が要介護認定を受けるまでの年齢を平均的に示す、東京都保健医療局

「令和３年 都内各区市町村の６５歳健康寿命」による健康寿命算出結果をみると、

男女共に都の平均値を超えており、元気な高齢者も多い地域となっています。 

 

要介護認定者数の推移と推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※第２号被保険者を含みます。 

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報(各年 9 月末日現在) 

推計値は厚生労働省『地域包括ケア「見える化」システム』に基づく値(各年 10 月 1 日現在)  

2,969 
4,218 4,937 5,590 6,111 

3,635 

4,136 
4,701 

5,204 4,685 
6,604 

8,354 

9,638 

10,794 10,796 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

（世帯）

ひとり暮らし高齢者 高齢者夫婦のみ世帯

911 956 983 975 977 948 983 1,065 

642 688 651 675 679 674 643 664 

1,155 1,145 1,172 1,227 1,267 1,246 1,289 1,245 

707 729 838 828 790 802 800 867 
513 528 554 569 584 592 605 617 508 545 532 550 584 575 599 632 462 465 496 508 533 515 517 466 4,898 5,056 5,226 5,332 5,414 5,352 5,436 5,556 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年

（人）

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３

要介護４ 要介護５
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６５歳健康寿命と６５歳平均障害期間 

単位：歳、年 

 

男 女 

65 歳健康寿命 
65 歳平均 

障害期間 
65 歳健康寿命 

65 歳平均 

障害期間 

東京都 
要介護２ 83.01 1.69 86.19 3.47 

要支援１ 81.37 3.34 82.99 6.66 

小金井市 
要介護２ 84.14 1.59 86.88 3.30 

要支援１ 82.24 3.49 83.13 7.05 

※平均障害期間：要介護認定を受けてから死亡までの期間の平均 

 

資料：東京都保健医療局「令和３年 都内各区市町村の 65歳健康寿命」 

 

 

（３）障がいのある人  

障がいのある人は増加傾向にあり、令和３年４月１日現在、各種障害者手帳の所持

者数は合計で４，２６９人となっています。障がいの種類別にみると、特に精神障害

者保健福祉手帳の所持者数が増加しています。 

 

各種障害者手帳の所持者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：小金井市「小金井市事務報告書」(各年 4 月 1 日現在) 

 

  

2,556 2,557 2,567 2,541 2,558 

621 630 644 655 674 

854 933 974 965 1,037 

4,031 4,120 4,185 4,161 4,269 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

（人）

身体障害者手帳 愛の手帳

(知的障がい者)

精神障害者

保健福祉手帳
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（４）地域活動  

① 町会・自治会 

町会・自治会数は横ばいで推移しており、加入世帯数は減少し続けています。 

 

町会・自治会数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：小金井市「小金井市事務報告書」(各年) 

 

② 老人クラブ 

老人クラブ数は、一定して１３団体となっています。会員数は減少傾向にあり、令

和５年の会員数は１，０６９人となっています。 

 

老人クラブ数と会員数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：小金井市「小金井市事務報告書」(各年 4 月 1 日現在)  

23,506 23,284 22,902 22,654 22,300 22,148 

72 72 72 72 72 72 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

（団体）（世帯）

加入世帯数 町会・自治会数

1,463 1,369 1,335 
1,227 

1,137 1,069

13 13 13 13 13 13

0.0

5.0

10.0

15.0

0

500

1,000

1,500

2,000

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年

（団体）（人）

会員数 クラブ数



12 

③ ＮＰＯ法人 

ＮＰＯ法人数は令和２年以降減少傾向にあり、令和４年では６６団体となっていま

す。 

 

小金井市内に事務所を置くＮＰＯ法人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：東京市町村自治調査会「多摩地域データブック」(各年) 

 

 

（５）市民生活  

① 生活保護の状況 

生活保護の被保護世帯数および被保護人員数は共に増加傾向にあり、被保護人員の

保護率はほぼ横ばいで推移しています。 

 

被保護世帯数・人員数と被保護人員の保護率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：小金井市「小金井市事務報告書」（各年） 

  

66 
70 70 67 66 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年

（団体）

1,487 1,529 1,565 1,592 1,606 1,612 1,698 1,723 1,753 1,768 1,769 1,777 

14.2 14.3 14.4 14.4 14.3 14.3

0.0

4.0

8.0

12.0

16.0

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

（‰）（世帯、人）

被保護世帯数 被保護人員数 被保護人員の

保護率
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② 福祉総合相談窓口 

令和２年１０月より、小金井市自立相談サポートセンター（自立相談支援事業）の

機能を拡充し、福祉総合相談窓口を開設しました。 

福祉総合相談窓口の相談件数（延べ件数）は、令和３年度は９９１件、令和４年度

は８８４件となりました。 

相談内容をみると、「収入・生活費」、「家賃・ローンの支払い」、「病気や健康、障

がい」に関する相談が高くなっています。 

 

福祉総合相談窓口の相談件数と相談内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：小金井市「小金井市事務報告書」(各年) 

  

111 

78 

282

155

43

28

87

12

14

45

4

24

27

5

11

65

113 

93 

237 

112 

40 

27

64

12

8

37

4

23

30

5

13

66

0 100 200 300
（件）

令和３年

令和４年

病気や健康、障がい 

住まい 

収入・生活費 

家賃・ローンの支払い 

税金や公共料金等の支払い 

債務 

仕事探し、就職 

仕事上の不安やトラブル 

地域との関係 

子育て 

家族との関係 

介護 

ひきこもり・不登校 

DV・虐待 

食べるものがない 

その他（居場所がない等） 
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２ アンケート調査から 

（１）地域生活の状況  

① 近所づきあいの状況（一般市民調査） 

「たまに挨拶や立ち話等をする程度である」の割合が４６.８％と最も高く、次い

で「ほとんど付き合いはない」の割合が２７.８％、「特定の人とは親しくしている」

の割合が２０.２％となっています。 

町内の人との付き合いの程度 

【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

年代別にみると、他に比べ、１８～２９歳で「ほとんど付き合いはない」の割合が、

３０～４９歳で「たまに挨拶や立ち話等をする程度である」と「ほとんど付き合いは

ない」の割合が、５０～６４歳および６５歳以上で「たまに挨拶や立ち話等をする程

度である」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

多
く
の
人
と
親
し
く

付
き
合
っ
て
い
る 

特
定
の
人
と
は
親
し

く
し
て
い
る 

た
ま
に
挨
拶
や
立
ち

話
等
を
す
る
程
度
で

あ
る 

ほ
と
ん
ど
付
き
合
い

は
な
い 

無
回
答 

全  体 615  4.9  20.2  46.8  27.8  0.3  

18～29 歳 53  1.9  18.9  37.7  41.5  － 

30～49 歳 223  2.2  18.4  42.2  36.8  0.4  

50～64 歳 170  3.5  19.4  52.4  24.7  － 

65 歳以上 166  10.8  22.9  51.2  14.5  0.6  

 

  

回答者数 = 615 ％

多くの人と親しく付き合っている

特定の人とは親しくしている

たまに挨拶や立ち話等をする程度である

ほとんど付き合いはない

無回答

4.9

20.2

46.8

27.8

0.3

0 20 40 60
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➁ 日常生活の中で不安や課題と感じること（一般市民調査） 

「健康に関すること」の割合が３５.９％と最も高く、次いで「災害時の備えに関

すること」の割合が２９.３％、「経済的なこと」の割合が２８.３％となっています。 

性・年代別にみると、他に比べ、６５歳以上の女性で「健康に関すること」の割合

が、３０～４９歳の女性で「子育てに関すること」の割合が、１８～２９歳の女性で

「仕事に関すること（失業問題等も含む）」の割合が、３０～４９歳の男性で「経済

的なこと」の割合が高くなっています。 

日常生活の中で感じる不安や課題（複数回答（３つまで）） 

【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 615 ％

家族の介護に関すること

子育てに関すること

教育に関すること

仕事に関すること（失業問題等も含む）

経済的なこと

生きがいづくりや社会参加に関すること

生涯学習に関すること

健康に関すること

ごみの問題等、生活環境の保全に関するこ
と

犯罪・治安に関すること

災害時の備えに関すること

その他

特にない

無回答

20.2

17.1

14.1

14.0

28.3

8.6

6.2

35.9

15.6

12.5

29.3

2.1

10.2

0.7

0 10 20 30 40 50
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（２）地域における課題  

➀ 地域の中での問題点・不足していると思うもの（一般市民調査） 

「緊急時の対応体制がわからない」の割合が３３.３％と最も高く、次いで「特に

問題はない」の割合が２４.９％、「隣近所との交流が少ない」の割合が２１.６％と

なっています。 

住んでいる地域にある問題点・不足していると思うもの（複数回答） 

【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 615 ％

あいさつをしない人が多い

緊急時の対応体制がわからない

犯罪の増加

交通マナーの乱れ

道ばたのごみが増えた

地域での子どもの見守りがなされていない

子どもや高齢者、障がい者に対する虐待を
見たり聞いたりする

隣近所との交流が少ない

世代間の交流が少ない

地域の活動が活発でない

地域の中で気軽に集まれる場が少ない

障がい者に対する理解が不足している

健康に対する意識が低い

特に問題はない

その他

無回答

10.6

33.3

2.6

18.2

15.1

5.2

1.5

21.6

15.3

13.7

14.1

3.4

2.8

24.9

10.6

1.1

0 10 20 30 40 50
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➁ 福祉サービスの利用に結びついていない人の有無（担い手調査） 

支援が必要にもかかわらず、福祉サービスの利用に結びついていない人が周囲にい

るかについて、「分からない」の割合が４７.５％と最も高くなっています。 

福祉サービスの利用に結びついていない人の有無（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

➂ 地域の課題を解決するために必要な方策（一般市民・担い手調査） 

一般市民調査では、「誰もが気軽に来られる居場所を地域に増やす」の割合が３１.

９％と最も高く、次いで「相談窓口を充実させる」の割合が２３.７％、「地域活動を

活発にする」の割合が２０.８％となっています。 

担い手調査では、「誰もが気軽に来られる居場所を地域に増やす」の割合が３７.

５％と最も高く、次いで「地域福祉の担い手となる人々を増やす」の割合が３５.

０％、「相談窓口を充実させる」、「地域福祉の担い手となる人々が連携する」の割合

が３０.０％となっています。 

地域の課題を解決するために必要な方策（複数回答（３つまで）） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

町内会・自治会への入会を勧める

地域の集まりへの参加を促す

地域活動を活発にする

住民のボランティア活動を活発化させる

地域の見守り活動を活発化させる

誰もが気軽に来られる居場所を地域に増
やす

相談窓口を充実させる

地域福祉の担い手となる人々を増やす

地域福祉の担い手となる人々が連携する

地域の問題を専門的な福祉サービスにつ
なげる
住民と行政をつなげるパイプ役を果す組
織を増やす

その他

特にない

無回答

7.5

8.3

20.8

14.3

12.8

31.9

23.7

11.4

9.1

11.1

17.4

5.4

16.6

0.8

0.0

12.5

20.0

27.5

20.0

37.5

30.0

35.0

30.0

17.5

17.5

7.5

0.0

2.5

0 10 20 30 40 50

一般市民調査

担い手調査

いる

32.5%

いない

12.5%

分から

ない

47.5%

無回答

7.5%
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（３）地域活動・ボランティア活動  

➀ 参加状況および活動・参加したいと思う条件（一般市民調査） 

地域活動やボランティア活動等の参加状況（一般市民調査）は、「取り組んだこと

はない」の割合が５２.０％と最も高くなっています。 

また、活動・参加したいと思う条件については、「気軽に参加できる」の割合が５

１.７％と最も高く、次いで「身近なところで活動できる」の割合が３６.７％、「活

動時間や曜日を選べる」の割合が３６.６％となっています。 

活動・参加しやすい条件（複数回答） 

【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 615 ％

活動情報の提供がある

友人等と一緒に参加できる

身近なところで活動できる

活動時間や曜日を選べる

気軽に参加できる

適切な指導者やリーダーがいる

特技や知識が活かせる

身体的な負担が少ない

経済的な負担が少ない

自分の知識や経験を豊かにできる

その他

特にない

無回答

28.5

12.0

36.7

36.6

51.7

21.3

16.9

24.2

28.9

15.8

2.9

13.8

2.8

0 20 40 60
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② 活動する上での課題（担い手調査） 

「職員、スタッフが高齢化してきている」の割合が６２.５％と最も高く、次いで

「活動のための人材（職員、スタッフ、ボランティア等）が少ない、足りない」の割

合が５７.５％、「活動の中心となるリーダーや後継者が育たない」の割合が４５.

０％となっています。 

活動する上での課題（複数回答） 

【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 40 ％

活動のための人材（職員、スタッフ、ボランティア
等）が少ない、足りない

活動の中心となるリーダーや後継者が育たない

職員、スタッフが高齢化してきている

同じ分野、活動内容の団体・施設・個人とのネット
ワークづくりの場がない

異なる分野、活動内容の団体・施設・個人とのネッ
トワークづくりの場がない

多くの人が参加しやすい活動内容となっていない、
活動の利用者・参加者が少ない

事業（活動）の内容を情報発信する機会が少ない、
事業（活動）が知られていない

活動資金が不足している、採算が合わない

活動場所や事務所の場所の確保が難しい

地域資源（人、団体、場所等）の情報が得にくい

活動に必要な情報や専門知識が不足している

組織運営がうまくいかない

その他

特にない

無回答

57.5

45.0

62.5

12.5

10.0

12.5

7.5

22.5

30.0

12.5

2.5

5.0

5.0

7.5

5.0

0 20 40 60 80
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（４）防災について  

➀ 防災に対する考え（一般市民調査） 

災害時の避難場所を知っているかについて、「はい」の割合が７９.０％、「いいえ」

の割合が２０.２％となっています。 

災害時の避難場所を知っているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日ごろから地域の防災訓練に参加しているかについて、「はい」の割合が８.５％、

「いいえ」の割合が９０.１％となっています。 

日ごろから地域の防災訓練に参加しているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害などの緊急時に、避難所への誘導などの手助けが必要かについて、「いいえ」

の割合が７１.５％と最も高く、次いで「はい」の割合が１７.４％となっています。 

緊急時に、避難所への誘導などの手助けが必要か 

 

 

 

 

 

  

はい

79.0%

いいえ

20.2%

無回答

0.8%

はい

8.5%

いいえ

90.1%

無回答

1.5%

はい

17.4%

いいえ

71.5%

わからない

9.9%

無回答

1.1%
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災害などの緊急時に、高齢者世帯や障がいのある方などの要支援者の避難等の手助

けができるかについて、「はい」の割合が３４.１％と最も高く、次いで「わからない」

の割合が３３.５％、「いいえ」の割合が３１.１％となっています。 

緊急時に、要支援者の避難等の手助けができるか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害などの緊急時に、近所の人と互いに助け合えると思うかについて、「はい」の

割合が５２.２％と最も高く、次いで「わからない」の割合が３４.０％、「いいえ」

の割合が１２.８％となっています。 

緊急時に、近所の人と助け合えると思うか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注記 

１ アンケート調査の回答は各質問の回答者数（Ｎ）を基数とした百分率（％）で示している。ま

た、小数点以下第２位を四捨五入しているため、内訳の合計が 100.0％にならない場合がある。 

２ 複数回答が可能な設問の場合、回答者が全体に対してどのくらいの比率であるかという見方にな

るため、回答比率の合計が 100.0％を超える場合がある。 

  

はい

34.1%

いいえ

31.1%

わから

ない

33.5%

無回答

1.3%

はい

52.2%

いいえ

12.8%

わからない

34.0%

無回答

1.0%
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３ 地域福祉をめぐる動向 

（１）重層的支援体制整備事業の創設  

制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住

民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を

超えて「丸ごと」つながる地域共生社会の実現に向けた改革の一つとして、改正社会

福祉法が平成３０年に施行されました。 

この改正では、地域福祉推進の理念として「支援を必要とする住民（世帯）が抱え

る多様で複合的な地域生活課題について、住民や福祉関係者による把握及び関係機関

との連携等による解決が図られることを目指す旨」が明記されました。 

また、この理念を実現するため、市町村において、住民が主体的に地域課題を把握

し解決するための仕組みづくりや、複雑化・複合化した課題を受け止めるための包括

的な支援体制の整備に努める旨が規定されました。 

さらに、令和３年４月の改正では、市町村において、既存の相談支援等の取組を生

かしつつ、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を

構築するため、相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施する重

層的支援体制整備事業が創設され、市町村の包括的かつ重層的な支援体制の充実を図

ることが求められています。 

 

重層的支援体制整備事業の概要 

市町村における既存の相談支援等の取り組みを活かしつつ、複合化・複雑化した地域生活

課題に対応する包括的な支援体制を構築するため、「Ⅰ 相談支援」「Ⅱ 参加支援」「Ⅲ 地域づ

くりに向けた支援」の「３つの支援」を柱とする一体的な取り組みです。この事業は、これ

までの福祉制度・政策と、人々の生活そのものや生活を送る中で直面する困難・生きづらさ

の多様性・複雑性から表れる支援ニーズとの間にギャップが生じてきたことを背景としてお

り、属性・世代を問わない相談・地域づくりの実施体制を目指しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省資料より抜粋 
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（２）成年後見制度の利用促進   

成年後見制度が十分に利用されていないことから、平成２８年５月に「成年後見制

度の利用の促進に関する法律」が施行され、同法に基づく国の成年後見制度利用促進

基本計画が策定されました。 

令和４年３月には第二期成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定され、これまで

の課題に対する対応として成年後見制度の見直しに向けた検討と権利擁護支援策の総

合的な充実、成年後見制度の運用の改善、後見人への適切な報酬の付与、地域連携ネ

ットワークづくりの推進などが計画に盛り込まれました。 

 

 

（３）再犯防止の推進 

我が国の刑法犯検挙人員全体に占める再犯者の割合は上昇傾向にあり、新たな犯罪

被害者を生まない、安全・安心な社会を実現するために、平成２８年１２月に「再犯

の防止等の推進に関する法律」が施行され、同法に基づく国の再犯防止推進計画が策

定されました。令和５年３月に策定された第二次再犯防止推進計画において、市町村

には、地域住民に最も身近な基礎自治体として、各種行政サービスを必要とする犯罪

をした者等が地域で安定して生活できるよう適切にサービスを提供するよう努めるこ

ととされています。 

 

 

（４）避難行動要支援者対策 

平成２５年の災害対策基本法の一部改正により、高齢者、障がいのある人等の特に

配慮を要する方のうち、災害発生時の避難等に特に支援を要する方の名簿の作成が各

自治体に義務付けられ、本市においても名簿の適正な管理・更新を行っています。 

一方で、いまだ災害により、多くの高齢者等が被害を受けており、避難の実効性の

確保に課題があります。令和３年５月施行の災害対策基本法の一部改正では、避難行

動要支援者の円滑かつ迅速な避難を図る観点から、市町村には、避難行動要支援者ご

との個別避難計画の策定が努力義務化されました。 
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４ 市の保健福祉を取り巻く課題 

（１）福祉のまちづくり  

① 福祉を支える基盤の整備 

アンケート調査（一般市民調査）からは、本市の福祉の重点課題として、道路の段

差解消等バリアフリーの充実を求める声がうかがえます。 

今後も公共施設をはじめ、道路や歩行空間等について、ユニバーサルデザインの考

え方に基づき、誰もが利用しやすい環境整備を行うことが必要です。また、身近な地

域で安心して暮らしていける住まいの確保や居場所づくりの充実が必要です。 

 

② 災害に備える体制づくり 

地震や台風等の自然災害の発生による被害拡大が懸念されるなかで、アンケート調

査（一般市民調査）では、災害が発生して避難が必要になったときに、避難所での生

活を心配する声が多く上がっています。 

防災訓練等、地域での防災活動を周知するとともに、高齢者や障がいのある人、若

者等、地域で暮らすより多くの地域住民の参加を促進していくことが必要であるとと

もに、災害発生時や避難所等での支援体制の充実や、避難行動要支援者支援体制の構

築が必要です。 

 

③ 人権尊重と権利擁護事業の推進 

人口減少、超高齢社会に突入し、核家族化や価値観の多様化、地域の多問題化が進

むなか、認知症、知的障害その他の精神上の障害がある方の権利を擁護することは喫

緊の課題です。一方で、アンケート調査（一般市民調査）では、成年後見制度の認知

度が十分でない面もうかがえます。 

成年後見制度利用を支援し、制度について周知・啓発するとともに、福祉サービス

利用者の権利擁護をより一層充実することや虐待防止対策に取り組んでいくなど権利

擁護の体制づくりが必要です。 
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④ 情報提供の仕組みづくり 

アンケート調査（一般市民調査）では、今後、小金井市民の地域活動を活性化する

ために情報を入手しやすい環境が求められています。 

子どもから高齢者まで支援を必要とする人に必要な情報が届くよう、身近な生活の

場や情報技術を活かし、各年代の情報入手手段やニーズに応じた情報提供の充実を図

る必要があります。さらに、高齢者や障がい者等にとっても分かりやすい情報提供の

工夫が必要です。また、福祉総合相談窓口をはじめ相談窓口の認知度向上が課題とな

っており、相談窓口の更なる情報発信をしていくことも必要です。 

 

（２）包括的支援体制の構築  

① 重層的支援体制の整備 

コロナ禍により孤独・孤立の課題や格差が顕在化しています。また、いわゆる８０

５０問題、ひきこもり支援等、既存の枠組みでは課題が把握されにくい世帯や複雑

化・複合化した課題を抱える世帯に対して、福祉の各分野を超えた多様な主体による

支援ネットワークの形成と包括的な視点での取組が課題となります。 

また、適切に相談や制度につながらずに孤立してしまうケースや、相談先がわから

ずに状態が深刻化してしまうケース等もあり、問題が発見された場合に適切な相談先

や制度につなげる仕組みや、自ら相談窓口につながることが難しい人へのアウトリー

チによる支援、当事者に寄り添い、伴奏しながら支援する継続的な支援が必要です。 

包括的支援体制の構築にあたっては、包括的相談支援、社会とのつながりを作る参

加支援、世代や属性を超えた交流の場や居場所を整備する地域づくりの充実を一体的

に実施するとともに、多様な主体によるネットワーク形成を進める必要があります。 

地域活動やボランティア活動への参加は減少傾向にある一方で、アンケート調査

（一般市民調査）では、地域の支え合いの仕組みづくりで特に必要であると思うこと

として、地域の人々が知り合う機会や活動する場所の確保や活動する場所や資金の支

援が求められています。 

その他、市民参加への仕組みの構築、地域福祉を担う人材が活動を継続できるよう

にするための支援や既存の地域資源の活用や関係機関との連携も課題となります。 

 

② セーフティネットの機能強化 

市の生活困窮者自立支援プラン作成数は増加傾向にあり、適切な生活保護制度の実

施にあわせて、生活困窮者への自立支援の推進において、生活保護に陥らないための

セーフティネットを強化する必要があります。  
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（３）地域活動の活性化  

① 社会参加の促進 

アンケート調査（一般市民調査）では、隣近所の人との付き合いについて、「たま

に挨拶や立ち話等をする程度である」が４６．８％と最も高く、次いで「ほとんど付

き合いはない」が２７．８％となっています。また、町内の行事や活動等への参加も

「ほとんど参加していない」が３８．０％と最も高くなっています。 

気になった人がいたときには、声をかけたり、支援先を案内したりすることができ

るような、意識をもった担い手を増やしていく必要があります。 

 

② 地域活動の支援と人材の育成 

地域福祉の担い手であるボランティアやＮＰＯ法人、民生委員・児童委員の不足が

課題となっています。アンケート調査（一般市民調査）においても、ボランティア活

動の参加について、「取り組んだことはない」が５２．０％と最も高く、次いで「取

り組んだことはあるが、現在はほとんどしていない」が２０．８％となっています。 

地域福祉活動を担う人材育成の支援やボランティアに取り組む人の育成支援に取り

組んでいますが、活動のマンネリ化や新しい会員が増えないなどの課題を抱えていま

す。地域活動の担い手を育成する上で、子どもの頃からの福祉教育や地域での様々な

活動への参加体験を通しての福祉の意識づけが必要です。 

さらに、地域福祉を推進するために、地域の担い手となるような学びの機会を増や

し、各活動のさらなる広がりや新たな活動メニューの提供を行うとともに、住民の自

発性に基づき、その意欲・能力や状況に応じて主体的な関わりを促進する取組が必要

です。また、はじめてでも気軽に取り組めるようなボランティア情報の発信や、活動

機会の提供など、地域活動のきっかけづくりが必要です。 

 

③ 多様な地域資源との連携 

アンケート調査（福祉の担い手調査）では、小金井市民の地域活動が活性化するた

めに必要なことは、「団体間の協働をコーディネートできる人・組織があること」が

５５．０％と最も高く、次いで「誰もが地域活動に関する情報を入手しやすい環境が

あること」が５０．０％となっています。 

福祉課題や、新たな制度に的確に対応し、福祉サービスの切れ目のない支援を行っ

ていくために、地域活動団体と行政等が連携して地域の福祉サービスの向上に努めて

いく必要があります。 
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第３章    計画の理念と目標 

 

 

 

１ 計画の理念 

本市の最上位計画である第５次小金井市基本構想・前期基本計画では「いかそうみ

どり 増やそう笑顔 つなごう人の輪 小金井市」を将来像に掲げ、まちづくりの基本

姿勢として「みんなの暮らしを大切にするまちづくり（市民生活の優先）」、「みんな

で進めるまちづくり（参加と協働）」、「未来につなげるまちづくり（持続可能なまち）」

を目指しています。  

福祉と健康分野では、保健・医療・福祉の体制を充実させ、高齢者や障がい者はも

とより、あらゆる個人が尊重され、お互いに支え合い、助け合う仕組みづくりを推進

し、支援策を充実させ、いつまでも健康で自分らしく暮らすことのできる地域福祉の

実現を目指しており、本計画の基本理念については、第５次小金井市基本構想・前期

基本計画における福祉と健康分野の取組方針から「誰もがいきいきと暮らすことので

きるまち」を掲げるものとします。 

この基本理念に基づき、「いきいきとした暮らしの充実」、「自立した暮らしの支援

と実現」、「健康な暮らしの支援と実現」を目指します。 

 

 

【 基 本 理 念 】 

 

 

 

 

 

 

  

誰もがいきいきと暮らすことのできるまち 
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２ 基本目標 

基本理念の実現に向け、３つの基本目標を定め、施策の展開を図ります。 

 

（１）福祉のまちづくり  

・誰にとっても暮らしやすい地域社会となるようユニバーサルデザインのまちづくり

に取り組み、公共施設などのバリアフリー化を推進します。また、移動が困難な人

のための外出機会の創出や移動手段の充実など外出しやすい環境づくりを進めます。 

・災害時における要配慮者への対応を迅速に行うため、避難行動要支援者情報を適切

に管理するとともに、対象者を把握して、平時の見守り及び災害時など緊急事態に

おける支援体制の充実を図ります。 

・全ての人の人権が尊重され、互いの差異や多様性を認め合えるソーシャル・インク

ルージョンを進めるため、人権尊重の意識を高めるとともに、病気や障害などで判

断能力が不十分な人の権利を守り、安心して地域で暮らし続けられるよう、権利擁

護の体制づくりを進めます。 

・福祉サービスに係る積極的な情報発信とサービスの質の適正化を図ります。 

 

 

（２）包括的支援体制の構築  

・様々な課題を抱える地域住民等に対して適切な支援が提供できるよう、属性や世代

を問わず包括的に相談を受け止める福祉総合相談窓口の機能強化を図ります。また、

気軽に相談できる相談窓口として周知の工夫に努めるとともに、社会とのつながり

を作る参加支援、交流の場や居場所を整備する地域づくりの充実を一体的に取り組

み、包括的支援のネットワークの形成を進めます。 

・複雑化・複合化した地域課題については、支援機関のネットワークで対応し、支援

ニーズに応じた適切な情報共有と役割分担によりチームによる支援を目指します。 

・世代や属性を超えて交流できる場や居場所の発掘、開拓・開発に努め、町会・自治

会、民生委員・児童委員、ＮＰＯ法人等、関係機関など多様な地域資源とのつなが

りを作るための支援を行います。 

・必要な支援につながっていない方を支援に繋げる体制の整備を図ります。 

・生活困窮者自立支援制度の強化を図り、個々人の状況に応じた支援を実施し、自立

を手助けしていきます。 
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（３）地域活動の活性化  

・地域づくりの重要な担い手である民生委員児童委員協議会に対し支援を行い、引続

き連携していきます。民生委員・児童委員の欠員補充に注力し、民生委員・児童委

員の役割を適正化して、負担軽減を図ります。 

・若い世代や、元気な高齢者など、より多くの人が地域での活動に関心を持ち、積極

的に関わりを持てるよう、社会参加しやすい環境を整えるとともに多様な機会創出

により社会参加の促進を図ります。 

・地域活動に関する情報発信を行うとともに活動の活性化につながるよう支援しま

す。また、活動の担い手の育成につながる事業を展開します。 

・社会福祉協議会、社会福祉法人に加えて、ＮＰＯ法人等、事業者など多様な主体と

の連携を強化し支援機関のネットワークづくりを進めます。 
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３ 施策体系 
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［ 基本目標 ］ ［ 施策の方向性 ］ ［ 基本目標 ］ 

（１）福祉を支える基盤の整備 

（２）災害に備える体制づくり 

（３）人権尊重と権利擁護の体制づくり 

（４）情報提供の仕組みづくり 

（１）重層的支援体制の整備 

（２）セーフティネットの機能強化 

（３）再犯防止の支援 

（１）社会参加の促進 

（２）地域活動の支援と人材の育成 

（３）多様な地域資源との連携 

１ 福祉のまちづく
り 

２ 包括的支援体制
の構築 

３ 地域活動の活性
化 
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［ 施策 ］ ［ 個別事業・取り組み ］ 

①暮らしやすいまちづくり 

①防災・防犯活動への参加促進 

①ノーマライゼーションの推進 

③福祉サービスの質の確保 

②情報バリアフリーの推進 

②参加支援 

①生活困窮者への支援強化 

①再犯防止等に関する活動の推進 

②専門人材の育成 

②移動支援の充実 

②要支援者の支援強化 

②権利擁護事業の充実 

①福祉の情報発信の強化 

①包括的相談支援体制の構築 

③地域づくりの促進 

②生活保障の推進 

①地域活動への参加促進 

①地域福祉の担い手育成 

①多様な主体との連携づくり 

②社会福祉法人等との連携強化 

ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進／施設のバリア

フリー化の推進 

自主防災組織の育成／地域コミュニティを活用した防犯体制の

推進 

保健福祉教育の充実／市民に対する啓発活動の推進 

福祉サービス苦情調整委員制度の周知／福祉サービス第三者評

価システムの普及／サービス事業者の指導強化 

 

情報提供のユニバーサルデザインの推進 

社会参加に向けた資源開拓／多様な地域資源とのマッチング 

地域生活課題の把握と情報共有の仕組み強化／生活困窮者の自

立支援の推進 

就労・住居の確保等の自立支援のための取組／保健医療・福祉サー

ビスの利用促進／広報・啓発活動の促進と民間協力者等との連携 

福祉専門職の資質の向上／民間事業者等の参入促進／地域福祉

推進事業の充実 

 

ＣｏＣｏバスの利便性向上／移送サービスへの支援 

災害時における避難行動要支援者への支援体制の充実 

権利擁護事業の推進／地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援

事業）の利用支援／虐待防止・対応ネットワークづくりの推進 

情報提供の充実／各種手当制度の周知 

福祉総合相談窓口の運営／他機関協働の推進／アウトリーチ等

を通じた継続的支援 

多様な市民が交流できる場の構築／地域での見守り推進 

生活保護制度の適正な運用／路上生活者への自立支援／住宅確

保要配慮者に対する居住支援 

ボランティア活動等の普及や参加のきっかけづくり／多様な人

材の地域活動への参加促進 

 
地域福祉ファシリテーター養成講座の開催／市民活動の資質向

上 

 

民生委員・児童委員活動の支援／町会・自治会活動への支援／

福祉サービス事業所の地域に開かれた取り組みの推進 

ボランティア・市民活動センターの機能強化／社会福祉協議会

との連携強化／社会福祉法人等との連携強化 
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第４章    施策の展開 

 

 

 

基本目標１ 福祉のまちづくり 

（１）福祉を支える基盤の整備  

① 暮らしやすいまちづくり 

事業名 施策内容 担当 

１ 

ユニバーサルデ

ザインによるま

ちづくりの推進 

誰もが使う施設や道路、公園について、高齢者や障が

いのある人をはじめ、全ての市民が円滑に利用できる

よう、バリアフリー化やユニバーサルデザインによる

まちづくりを推進します。 

関係各課 

２ 

施設のバリアフ

リー化の推進 

関係機関や民間建築物等に対し、エスカレーターやエ

レベーター、スロープ、バリアフリートイレの設置な

ど、当事者の意見をききながらバリアフリー化を働き

かけます。 

公共施設について、改修の際に利用しやすさに配慮し

たバリアフリー化を進めます。 

東京都福祉のまちづくり条例に基づき、新規に建設さ

れる届出が必要な対象建築物について、整備基準を満

たせるよう指導します。 

関係各課 

 

② 移動支援の充実 

事業名 施策内容 担当 

３ 

ＣｏＣｏバスの

利便性向上 

路線バス等を補完する公共交通として公共交通不便地

域をカバーし、市内の地域交通ネットワークを形成し

ます。交通弱者の移動ニーズにも配慮しつつ、持続可

能な運行形態及びサービスの提供を目指し利便性の向

上に取り組みます。 

交通対策課 

４ 

移送サービスへ

の支援 

日常生活において外出が困難な方の社会参加を支援す

るため、移送サービスを実施しているＮＰＯ法人等へ

助成し、移送の安定的な供給に努めます。 

自立生活支

援課 
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（２）災害に備える体制づくり  

① 防災・防犯活動への参加促進 

事業名 施策内容 担当 

５ 

自主防災組織の

育成 

防災に関する情報提供や学習機会の充実により、市民

への防災知識の浸透と防災意識の向上を図ります。特

に、子育て世代や子どもの参加を増やせるよう、防災

訓練内容の見直しや周知方法の工夫を行います。 

自主防災組織が結成されていない地域については、「自

助・共助」の重要性を周知しつつ、自主防災組織の結

成を促進します 

地域安全課 

６ 

地域コミュニテ

ィを活用した防

犯体制の推進 

市と小金井警察署、町会・自治会等の地域コミュニテ

ィ、各種防犯団体との連携を強化し、地域で起きた犯

罪の情報共有を行うなど、個人や地域の防犯意識を高

め、地域での防犯体制の整備を支援します。 

市内で自主的に防犯パトロールを行っている団体につ

いて、防犯資機材を支給し、活動を支援します。 

地域安全課 

 

② 要支援者の支援強化 

事業名 施策内容 担当 

７ 

災害時における

避難行動要支援

者への支援体制

の充実 

災害時等に自力で避難することが困難で、家族等の支

援を受けられない高齢者や障がいのある人等（以下

「避難行動要支援者」といいます。）を把握するため、

災害対策基本法に基づき作成した、避難行動要支援者

名簿の適正な管理・更新を行います。 

民生委員・児童委員や関係機関と連携しながら、個人

情報の保護に配慮しつつ、必要に応じて名簿を活用で

きるよう整備します。加えて、地域の皆さんに「支援

者」となっていただき、見守りや安否確認、避難支援

の体制を整備するモデル地区事業を進めていきます。 

また、福祉避難所の管理運営の整備を推進します。 

福祉保健部

各課 
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（３）人権尊重と権利擁護の体制づくり  

① ノーマライゼーションの推進 

事業名 施策内容 担当 

８ 

保健福祉教育の

充実 

学校教育の「総合的な学習の時間」での体験学習等

や、障がいの有無に関わらず、共に学ぶ機会を通じ

て、高齢者や障がいのある人と触れ合い、支援が必要

な方への理解や、障がいについての知識を子どもの頃

から深めます。 

児童・生徒の発達段階に応じ、人権の意義・内容や重

要性について理解し、自分の大切さとともに他の人の

大切さを認めることが出来る様に努めます。 

指導室 

９ 

市民に対する啓

発活動の推進 

保健福祉に関する講座・講演等を開催するとともに、

市報等を通じて、高齢者や障がいのある人をはじめ、

全ての人の人権に対する理解を深めます。 

誰もが安心して社会参加できるよう、合理的配慮の提

供や心のバリアフリーを推進し、ソーシャル・インク

ルージョンやノーマライゼーションの理念の周知を図

ります。 

関係各課 

 

② 権利擁護事業の充実 

事業名 施策内容 担当 

１０ 

権利擁護事業の

推進 

認知症や知的障がいのある人、精神障がいのある人な

ど、判断能力が十分でない人の権利を守るため、権利

擁護意識の醸成を図ります。 

加えて、成年後見制度の周知に努めるとともに、小金

井市権利擁護センター（ふくしネットこがねい）にお

いて、権利擁護を支える地域の担い手として市民後見

人の育成を進めます。 

地域福祉課 

介護福祉課 

自立生活支

援課 

１１ 

地域福祉権利擁

護事業（日常生

活自立支援事

業）の利用支援 

小金井市権利擁護センター（ふくしネットこがねい）

において、判断能力に不安のある人の生活の安定を支

えるため、福祉サービスの利用援助や、日常的金銭管

理等を支援する地域福祉権利擁護事業 (日常生活自立

支援事業）を、関係機関と連携しながら、継続して実

施します。 

地域福祉課 

１２ 

虐待防止・対応

ネットワークづ

くりの推進 

ドメスティック・バイオレンスを含む、あらゆる暴力

の防止に向け、暴力を未然に防ぐための意識啓発につ

いて発信するととともに、高齢者や障がいのある人、

子どもなどへの虐待に対し、関係機関との連携を強

め、相談に対する適切な対応を進めます。また、虐待

をしてしまう擁護者等を含む家族全体に対する地域ぐ

るみの支援を推進します。 

関係各課 
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③ 福祉サービスの質の確保 

事業名 施策内容 担当 

１３ 

福祉サービス苦

情調整委員制度

の周知 

福祉サービス（介護保険サービスを含む。）に対する市

民の苦情に公平かつ適正に対応し、信頼性と福祉の向

上をめざすことを目的にして、福祉サービス苦情調整

委員（福祉オンブズマン）が２名配置されています。 

制度の周知に努めるとともに、福祉サービス苦情調整

委員（福祉オンブズマン）による職員を対象とした研

修を実施し、接遇向上と「苦情ゼロ」をめざします。 

地域福祉課 

１４ 

福祉サービス第

三者評価システ

ムの普及 

福祉サービスの質の確保のため、福祉サービスの事業

者に対し、第三者評価の受審への助成を行います。ま

た、利用者が質の高い福祉サービスを選択できるよ

う、第三者評価の評価結果を公表し、情報提供を行い

ます。 

関係各課 

１５ 

サービス事業者

の指導強化 

福祉サービス事業者である市内の社会福祉法人等に対

し、法令等を遵守した適切な運営がされているか、市

職員による指導検査を行います。 

関係各課 
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（４）情報提供の仕組みづくり  

① 福祉の情報発信の強化 

事業名 施策内容 担当 

１６ 

情報提供の充実 

支援を必要とする人が必要な時に保健・医療・福祉サ

ービスに関する情報を入手できるよう、市報こがね

い、市ホームページ等を活用し、情報提供の充実を図

ります。 

地域における身近な施設等にも各種ガイドブック等を

配布し、市民が情報を入手しやすいように配慮しま

す。 

福祉保健部

各課 

１７ 

各種手当制度の

周知 

各種手当制度の案内を定期的に市報等に掲載し、周知

を図ります。市報や市ホームページを活用し、情報の

すみやかな提供を行います。 

また、福祉サービス事業者や民生委員・児童委員等と

の連携を通じて、情報発信を強化します。 

福祉保健部

各課 

 

② 情報バリアフリーの推進 

事業名 施策内容 担当 

１８ 

情報提供のユニ

バーサルデザイ

ンの推進 

支援を必要とする人が必要な時に保健・医療・福祉サ

ービスに関する情報を入手できるよう、市報こがね

い、市ホームページ等を活用し、情報提供の充実を図

ります。 

地域における身近な施設等にも各種ガイドブック等を

配布し、市民が情報を入手しやすいように配慮しま

す。 

福祉保健部

各課 
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基本目標２ 包括的支援体制の構築 

（１）重層的支援体制の整備 

① 包括的相談支援体制の構築 

事業名 施策内容 担当 

１９ 

福祉総合相談窓

口の運営 

年齢や障がいの有無にかかわらず、全ての方を対象

に、包括的に相談を受け止める福祉総合相談窓口を運

営します。福祉総合相談窓口では、相談支援包括化推

進員を配置し、住民に身近な圏域において総合的な相

談に応じます。また、複雑化・複合化した相談につい

ては適切に支援機関につなぎ、より良い方法を一緒に

考えながら進める伴走型の相談支援を行います。 

地域福祉課 

２０【新規】 

他機関協働の推

進 

高齢、障がい、子ども・子育て、生活困窮等の対象者

ごとの各種相談支援体制の充実を図るとともに、相談

支援機関相互の連携を強化し、情報共有、役割分担に

より包括的な相談支援体制を構築します。 

地域生活課題を抱えた方の情報を早期にかつ幅広く集

約し、必要な支援につながっていない方を支援につな

げる体制を構築します。 

関係各課 

２１【新規】 

アウトリーチ等

を通じた継続的

支援 

支援関係機関等との連携や地域住民とのつながりを構

築し、複合化・複雑化した課題を抱えながらも支援が

届いていない人を把握し、本人に対して時間をかけた

丁寧な働きかけを行い関係性の構築に向けた支援を行

います。 

関係各課 

 

② 参加支援 

事業名 施策内容 担当 

２２【新規】 

社会参加に向け

た資源開拓 

既存の地域資源や支援関係機関とつながりを作り、活

用方法拡充の検討を行います。 

また、必要に応じて地域へ働きかけを行い、多様な支

援メニューが作られるように努めます。 

地域福祉課 

２３【新規】 

多様な地域資源

とのマッチング 

既存の社会参加に向けた事業では対応できない本人の

ために、本人やその世帯のニーズや抱える課題などを

丁寧に把握し、地域の社会資源や支援メニューのコー

ディネートをし、マッチングを行います。 

地域福祉課 
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③ 地域づくりの促進 

事業名 施策内容 担当 

２４【組替】 

多様な市民が交

流できる場の構

築 

年齢や障がいの有無にかかわらず、様々な背景を持っ

た市民が参加できる活動の機会を作ります。 

市内集会施設や公民館等の施設を活用し、地域福祉に

関心を持つ市民や活動団体が情報交換や活動の連携を

広げられる機会づくりを推進します。 

地域資源を幅広く把握し、世代や属性を超えて住民同

士が交流できる多様な場や居場所を整備します。 

交流・参加・学びの機会を生み出すために個別の活動

や人をコーディネートし、多様な地域活動が生まれや

すい環境を整備します。 

関係各課 

２５【組替】 

地域での見守り

推進 

民生委員・児童委員をはじめとした地域に密着して活

動する主体と行政との連携を強化し、地域での見守り

機能を高めます。 

また、町会・自治会、商店会、医療機関などと連携し

て見守り支援のネットワーク体制の充実を図ります。 

気軽な相談から、複合的な地域生活課題まで、事態が

深刻化する前に適切な支援につなげるよう、行政機関

および関係機関との相談体制を整備します。 

広報秘書課 

関係各課 
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（２）セーフティネットの機能強化  

① 生活困窮者への支援強化 

事業名 施策内容 担当 

２６ 

地域生活課題の

把握と情報共有

の仕組み強化 

生活困窮者の支援に関し、関係各課および関係機関等

との情報共有に努め、支援体制の連携強化を進めま

す。 

地域福祉課 

２７ 

生活困窮者の自

立支援の推進 

生活困窮者の自立に向け、本人の状況に応じた包括的

かつ継続的な相談支援を行います。また、関係機関と

連携しながら就労その他の支援体制を構築します。 

家計に課題を抱える生活困窮者に対し、情報の提供や

専門的な助言、指導等を行うことにより、早期に生活

が再生されるよう支援します。また、住居確保給付金

の給付、学習支援事業を実施します。 

地域福祉課 

 

② 生活保障の推進 

事業名 施策内容 担当 

２８ 

生活保護制度の

適正な運用 

生活保護を必要とする世帯の実態と要望の的確な把握

に努め、自立助長へ向けた支援を強化します。 
地域福祉課 

２９ 

路上生活者への

自立支援 

年2回定期的に実施している路上生活者概数調査等を通

じて路上生活者を把握し、関係機関とともに生活保護

制度等の各種施策を活用して早期の自立支援を進めま

す。 

地域福祉課 

３０【新規】 

住宅確保要配慮

者に対する居住

支援 

住宅確保要配慮者（高齢者、障がい者、子育て世帯

等、住宅の確保に配慮を要する者）に対して住まいを

探すための相談支援を行います。 

関係各課 

 

（３）再犯防止の支援  

① 再犯防止等に関する活動の推進 

事業名 

３１ 就労・住居確保等の自立支援のための取組 

３２ 保健医療・福祉サービスの利用の促進 

３３ 広報・啓発活動の促進と民間協力者等との連携 

※詳細な取り組みは第５章 小金井市再犯防止推進計画を参照 
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基本目標３ 地域活動の活性化 

（１）社会参加の促進  

① 地域活動への参加促進 

事業名 施策内容 担当 

３４ 

ボランティア活

動等の普及や参

加のきっかけづ

くり 

幅広い市民が自分に合った活動を選択して参加するこ

とができるよう、地域で活動するボランティア団体や

既存の各種団体の情報提供を充実させます。 

ボランティア体験学習を継続して実施し、地域福祉へ

の関心の醸成と、ボランティア活動への参加のきっか

けづくりを行います。 

関係各課 

社会福祉協

議会 

３５ 

多様な人材の地

域活動への参加

促進 

ボランティア活動に関心を持つ教育機関や、地域福祉

分野での社会貢献を考えている企業等との協働を促進

します。 

また若い世代や、企業で培った経験を持つ人材が地域

福祉の新たな担い手となるよう、ボランティア団体や

既存の各種団体の活動紹介や、活動の立ち上げを支援

します。 

関係各課 

社会福祉協

議会 
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（２）地域活動の支援と人材の育成  

① 地域福祉の担い手育成 

事業名 施策内容 担当 

３６ 

地域福祉ファシ

リテーター養成

講座の開催 

小金井市、三鷹市、武蔵野市、調布市、当該４市社会

福祉協議会およびルーテル学院大学と協働し、地域福

祉の新たな担い手として地域福祉ファシリテーターの

養成に努めます。 

講座の修了生が地域での活動を始める際の支援や、活

動の継続支援を行います。 

地域福祉課 

社会福祉協

議会 

３７ 

市民活動の資質

向上 

ボランティアのニーズを把握し、ボランティア研修の

充実を図り資質の向上に努めます。 

市民活動団体の活性化につながる支援を進めるととも

に、ボランティア団体や既存の各種団体が、地域にお

ける新たな見守り、支え合い活動の主体となれるよ

う、情報の提供や相談支援等を積極的に展開します。 

地域福祉課 

生涯学習課 

社会福祉協

議会 

 

② 専門人材の育成 

事業名 施策内容 担当 

３８ 

福祉専門職の資

質の向上 

専門職の資質向上を促進するため、介護福祉分野や障

がい者福祉分野で働く方に向けた研修を実施します。

また、国や都で実施する研修や講習会について、情報

提供を行います。 

介護福祉分野で働く方の研修等については、今後も研

修、講習会の開催および受講料を一部助成します。 

自立生活支

援課 

介護福祉課 

３９ 

民間事業者等の

参入促進 

行政が直接実施している福祉分野の事業に関し、民間

事業者が持つノウハウ等を活用し、柔軟かつ適正な事

業運営の検討を行いさらなる福祉の充実を図ります。 

民間事業者やＮＰＯ法人との協定締結をめざし、民間

事業者の協力による緩やかな見守り体制の充実に努め

ます。 

自立生活支

援課 

介護福祉課 

４０ 

地域福祉推進事

業の充実 

市と協働して、高齢者や障がいのある人などに対して

家事援助サービス、介護サービス、食事サービス等の

福祉サービス事業を行っている法人に対し、市がその

事業費の一部を補助します。 

地域福祉課 
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（３）多様な地域資源との連携  

① 多様な主体との連携づくり 

事業名 施策内容 担当 

４１ 

民生委員・児童

委員活動の支援 

民生委員・児童委員が行っている地域に密着した相談

や情報提供、地域生活課題の発見等の活動を支援する

とともに、民生委員・児童委員制度や活動内容の周知

を図ります。 

また、民生委員が行う事務の状況を把握し、欠員補充

の方法や民生委員児童委員の負担感軽減について、課

題解決に向けた検討を行います。 

地域福祉課 

４２ 

町会・自治会活

動への支援 

地域活動の基盤となる町会・自治会の情報を市の窓口

で案内し、新たな加入者増加に努めます。また、町

会・自治会の活動の活性化に資するため、東京都が実

施する支援事業等の情報提供を行います。 

広報秘書課 

４３ 

福祉サービス事

業所の地域に開

かれた取り組み

の推進 

福祉サービス事業所の会議室や敷地などの「場」を地

域住民の交流の場として開放したり、福祉サービス事

業所の物品販売を周知することで地域に密着した事業

所としての公益的な取組が広まるよう支援します。 

関係各課 

 

② 社会福祉法人等との連携強化 

事業名 施策内容 担当 

４４ 

ボランティア・

市民活動センタ

ーの機能強化 

ボランティア活動やＮＰＯ法人等に関する情報の収

集・公開や、活動先の紹介を充実させます。 

地域活動の立ち上げを支援するとともに、既存の活動

の継続支援や、行政や他団体との連携につながるよ

う、相談機能を高めます。 

また、市と社会福祉協議会が締結する「災害時におけ

るボランティア活動支援に関する協定書」に基づき、

効果的な災害ボランティア活動に関する支援が行える

よう相互に連携を図ります。 

関係各課 

社会福祉協

議会 

４５ 

社会福祉協議会

との連携強化 

社会福祉協議会は地域において地域福祉を推進する中

核となる組織です。社会福祉協議会が策定する「地域

福祉活動計画」を推進するために必要な支援を行い、

基盤強化を図り、さらなる連携を進めます。 

地域福祉課 

４６ 

社会福祉法人等

との連携強化 

社会福祉法人やＮＰＯ法人等が、地域で事業を実施す

るうちに気がついた、支援を必要とする事例や、相談

等を集約し、関係機関と情報共有を図って、適切な支

援につなげられる体制を整備します。 

関係各課  

社会福祉協

議会 
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第５章    小金井市再犯防止推進計画 

 

 

 

１ 計画策定の趣旨 

全国における刑法犯の認知件数は平成１５年以降減少を続け、令和３年まで毎年減

少しています。一方で、再犯者率（刑法犯検挙人員に占める再犯者の人員の割合）は

減少傾向にあるものの、それを上回るペースで初犯者数も減少し続けているため、検

挙人員に占める再犯者の人員の比率は上昇傾向にあり、刑法犯検挙者の約半数は再犯

者という状況にあります。 

再犯者の多くは出所後、社会に復帰するまでに様々な困難があり、必要な支援を受

けられずに再び犯罪に至るという悪循環に陥りやすいと考えられます。こうしたこと

から、地域社会で孤立することなく必要な支援を受けられる環境づくりを進めること

が求められています。 

このような状況を踏まえ、国では、平成２８年１２月、再犯の防止等の推進に関す

る法律（以下「再犯防止推進法」という。）が成立し、平成２９年１２月には国とし

ての再犯防止推進計画を、令和元年１２月には、再犯防止推進計画に基づく再犯防止

推進計画加速化プランを閣議決定しました。さらに、令和５年３月には、前計画の取

組を更に深化させ、推進していくため、令和５年度から令和９年度までの５か年を計

画期間とする第二次再犯防止推進計画（以下「国計画」という。）を策定しています。 

本市においても、これまで取り組んできた安全で安心して暮らせるまちづくりをさ

らに推進し、犯罪の被害を防止するとともに、誰もが安心して暮らすことができる社

会の実現に向けて、こうした国の動向等を踏まえて、小金井市再犯防止推進計画を策

定します。 

 

 

２ 計画の位置づけ 

小金井市再犯防止推進計画は、再犯防止推進法第８条第１項に規定する「地方再犯

防止推進計画」として位置づけられるものです。 

また、小金井市再犯防止推進計画は、福祉分野における上位計画である「小金井市

地域福祉計画」に包含される計画とします。 
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３ 小金井市の現状 

⑴ 刑法犯検挙者中の再犯者数及び再犯者率 

小金井警察署が取り扱った刑法犯検挙者数は、平成３０年以降は２００件台で推移

しており、増減はあるものの概ね減少傾向にあると思われます。刑法犯検挙者中の再

犯者率をみると、警視庁や全国の再犯者率を若干下回っているものの、平成２９年以

降、再犯者率が４０％を超える状況が続いており、特に令和３年には半数近くが再犯

者となっています。 

令和３年刑法犯検挙者中の再犯者数及び再犯者率 

 

項目 
刑法犯検挙者数

（人） 

 

再犯者数（人） 再犯者率（％） 

小金井警察署 ２０４ １０１ ４９．５ 

警視庁 １９，０８６ ９，８０９ ５１．４ 

全国 １５９，６９２ ７９，８０９ ５０．０ 

資料：法務省矯正局東京矯正管区提供 

 

小金井警察署における刑法犯検挙者中の再犯者数及び再犯者率の推移 

（平成２９年～令和３年） 

項目 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 

検挙人員（人） ３２６ ２９８ ２３７ ２６４ ２０４ 

再犯者数（人） １４２ １３９ １１２ １１３ １０１ 

再犯者率（％） ４３．６ ４６．６ ４７．３ ４２．８ ４９．５ 

資料：法務省矯正局東京矯正管区提供 

小金井警察署における刑法犯検挙者中の再犯者数及び再犯者率の推移 
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⑵ 刑法犯検挙人員の年齢別比率 

令和３年における刑法犯検挙人員を年齢別でみると、小金井警察署では２０～２９

歳が最も多く、２７.０％を占めており、警視庁や全国と比べて高い割合となってい

ます。一方、６５歳以上の割合は１４.７％と、警視庁や全国よりも低い割合となっ

ています。 

 

令和３年刑法犯検挙人員の年齢別比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：法務省矯正局東京矯正管区提供 

 

⑶ 刑法犯検挙人員の男女別比率 

令和３年における刑法犯検挙人員の男女別比率でみると、小金井警察署では男性が

８５.８％、女性が１４.２％となっており、警視庁、全国よりも男性の比率が高くな

っています。 

 

令和３年刑法犯検挙人員の男女別比率 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

資料：法務省矯正局東京矯正管区提供 
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⑷ 刑法犯検挙人員の職業別比率 

令和３年における刑法犯検挙人員の職業別比率をみると、有職者と無職者がほぼ同

じ割合となっています。警視庁、全国と比較すると、小金井警察署では警視庁、全国

より学生・生徒等の割合が高く、有職者の割合が低くなっています。 

 

令和３年刑法犯検挙人員の職業別比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：法務省矯正局東京矯正管区提供 

 

 

 

注記 

１ 小金井警察署は小金井市全域と国分寺市全域を管轄しており、小金井警察署の数値については、

小金井市及び国分寺市の合計数となる。 

２ 警視庁は、東京都を管轄する警察組織である。 

３ 法務省矯正局東京矯正管区提供の刑法犯検挙人員数は少年の検挙人員を含まない。 
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４ 再犯防止等の推進にあたっての方針 

再犯防止の取組は、これまでは主に刑事司法関係機関により実施されてきましたが、

様々な生きづらさを抱える犯罪をした者等が地域社会で孤立することなく立ち直って

いくためには、刑事司法関係機関とともに地方公共団体、民間協力者等が一丸となっ

て支援に取り組むことが必要となります。 

そのため、本市では、再犯防止推進法第３条に規定される基本理念及び国計画に掲

げられる基本方針を踏まえ、犯罪をした者等が地域社会の一員として円滑に社会に復

帰することができるよう、関係機関・民間協力者等と連携し、必要な支援の実施や理

解促進のための広報・啓発活動に取り組みます。 

 

＜参考＞国計画における５つの基本方針 

 

① 犯罪をした者等が、多様化が進む社会において孤立することなく、再び社会を構

成する一員となることができるよう、あらゆる者と共に歩む「誰一人取り残さない」

社会の実現に向け、関係行政機関が相互に緊密な連携をしつつ、地方公共団体・民

間の団体その他の関係者との緊密な連携協力をも確保し、再犯の防止等に関する施

策を総合的に推進すること。 

② 犯罪をした者等が、その特性に応じ、刑事司法手続のあらゆる段階において、切

れ目なく、再犯を防止するために必要な指導及び支援を受けられるようにすること。 

③ 再犯の防止等に関する施策は、生命を奪われる、身体的・精神的苦痛を負わされ

る、あるいは財産的被害を負わされるといった被害に加え、それらに劣らぬ事後的

な精神的苦痛・不安にさいなまれる犯罪被害者等が存在することを十分に認識して

行うとともに、犯罪をした者等が、犯罪の責任等を自覚し、犯罪被害者の心情等を

理解し、自ら社会復帰のために努力することの重要性を踏まえて行うこと。 

④ 再犯の防止等に関する施策は、犯罪及び非行の実態、効果検証及び調査研究の成

果等を踏まえ、必要に応じて再犯の防止等に関する活動を行う民間の団体その他の

関係者から意見聴取するなどして見直しを行い、社会情勢等に応じた効果的なもの

とすること。 

⑤ 国民にとって再犯の防止等に関する施策は身近なものではないという現状を十分

に認識し、更生の意欲を有する犯罪をした者等が、責任ある社会の構成員として受

け入れられるよう、再犯の防止等に関する取組を、分かりやすく効果的に広報する

などして、広く国民の関心と理解が得られるものとしていくこと。 
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５ 具体的施策 

  施策の展開にあたっては、再犯の防止を目的としているもののほか、犯罪をし

た者等か否かにかかわらず、従前から実施している再犯防止に資する可能性があ

る各種事業を記載しています。 

（１）就労・住居確保等の自立支援のための取組  

・就職や住居確保等が困難な者等に対して、生活習慣、職業適性や求人状況等を踏ま

えた包括的就労支援を行うとともに、性別、年齢、心身の状況、家庭環境等の特性

や現状に応じた居住先の確保など生活困窮者に対する自立支援策を強化します。 

事業名 施策内容 担当 

生活保護制度の適正
な運営 

病気やケガをしたり、仕事を失い生活に困
ったときに、一定の基準にしたがって健康
で文化的な最低限度の生活を保障し可能な
限り自分の力や様々な制度を活用し、生活
ができるように援助します。 

地域福祉課 

住宅確保要配慮者に
対する居住支援 

住宅確保要配慮者（高齢者、障がい者 

、子育て世帯等、住宅の確保に配慮を要す
る者）に対して住まいを探すための相談支
援を行います。 

関係各課 

生活困窮者自立支援制度の適正な運営 地域福祉課 

 

自立相談支援事
業 

生活困窮者の相談に広く対応し、相談者の状況や課題に応じた関
係機関を案内するとともに、個別の支援計画を作成し、就労支援
を始め包括的かつ継続的な支援を行います。 

家計改善支援事
業 

日常のお金の使い方の見直しや、収支のバランスなどについてア
ドバイスをし、安定した家計管理が行えるように支援します。 

住居確保給付金
の支給 

離職等により住まいを失った方、または失うおそれのある方に、
家賃相当額の住居確保給付金を支給し、就職に向けた支援を行い
ます。 

学習支援事業 

生活困窮世帯の子どもに対する学習支援を推進するため、進学支
援等の学習支援、進路相談等、保護者に対する養育支援等を行い
ます。 

就労準備支援事
業 

直ちに就労することが困難な方に対し、一般就労に向けた基礎能
力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。 
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（２）保健医療・福祉サービスの利用の促進  

・高齢や障がいにより福祉的支援を必要とする人、貧困や疾病、嗜癖、厳しい生育環

境等の様々な生きづらさを抱える人が、地域社会で安定した生活を送れるように、

その人の特性や現状に応じた寄り添い支援を実施します。 

事業名 施策内容 担当 

権利擁護事業の推進 

認知症や知的障がいのある人、精神障がい
のある人など、判断能力が十分でない人の
権利を守るため、権利擁護意識の醸成を図
ります。 

地域福祉課 

包括的相談支援体制の構築 地域福祉課 

 

福祉総合相談窓
口の運営 

福祉総合相談窓口において、全ての方を対象に、各々が抱える地
域生活課題に対し、課題解決に向けたアドバイスを行ったり、高
齢や障がい等のニーズに応じた保健医療や福祉サービスが提供で
きる適切な機関へつなぎます。 

他機関協働の推
進 

各種相談支援機関相互の連携を強化し、情報共有、役割分担によ
り包括的な相談支援体制を構築します。地域生活課題を抱えた方
の情報を早期にかつ幅広く集約し、必要な支援につながっていな
い方を支援につなげる体制を構築します。 

アウトリーチ等
を通じた継続的
支援 

支援関係機関等との連携や地域住民とのつながりを構築し、複合
化・複雑化した課題を抱えながらも支援が届いていない人を把握
し、本人に対して時間をかけた丁寧な働きかけを行い関係性の構
築に向けた支援を行います。 

 

（３）広報・啓発活動の促進と民間協力者等との連携  

・犯罪や非行の防止と、犯罪をした者等の更生について、関心と理解を深める取組を

推進します。また、民間協力者等と市が連携協力し、民間協力者等が活動しやすい

環境づくりに努めます。 

事業名 施策内容 担当課 

社会を明るくする運
動 

「犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域
社会を築く」ことを目指し、法務省が主唱す
る全国的な運動です。保護司会等と協働し、
様々な広報活動を実施します。 

地域福祉課 

保護司会の活動支援 
地域において犯罪をした者等の指導・支援、
見守りなど再犯防止等の中心的な役割を担う
保護司会の活動を支援します。 

地域福祉課 

青少年育成地区委員
会の活動支援 

次代を担う子どもたちが心身ともに健やかに
成長することを願って地域で活動しているボ
ランティア団体である青少年育成地区委員会
の活動を支援します。 

児童青少年課 

更生保護活動の広
報・啓発 

啓発ポスターの掲出や啓発グッズの配布、市
のホームページや広報紙を活用し、市民へ情
報を提供し理解促進に努めます。 

地域福祉課 
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【社会を明るくする運動】 

〇法務省は、国民の間に広く再犯の防止等についての関心と理解を深めるため、再犯防

止啓発月間である７月を中心に、広報・啓発活動を積極的に展開しています。令和５年

に実施した第７３回“社会を明るくする運動”では、「＃生きづらさを、生きていく。」

をテーマに、本市においても、駅頭や阿波踊り会場において広報活動を実施し、民間協

力者等の他、中学生ボランティアの皆さんにもご協力いただきました。また、夏休み期

間に行った子ども映画会では延べ８７人が参加しました。 

 

 

【再犯防止を支える民間協力者：北多摩東地区保護司会 小金井分区】 

〇北多摩東地区保護司会は、昭和４２年４月１９日に設立されました。武蔵野市、三鷹

市、小金井市、国分寺市の４市で構成され、それぞれが“分区”として位置づけられて

います。小金井分区では、令和５年１０月時点で２２名の保護司が地域の犯罪・非行の

予防を図る活動等を行っていますが、近年、保護司の高齢化が進んでいること、担い手

の不足が課題となっています。 

＜主な活動内容＞ 

１．保護観察 

  更生保護の中心となる活動で、犯罪や非行をした人に対して、更生を図るための約

束ごと（遵守事項）を守るよう指導するとともに、生活上の助言や就労の援助などを

行い、その立ち直りを助けるものです。 

２．生活環境調整 

  少年院や刑務所に収容されている人が、釈放後にスムーズに社会復帰を果たせるよ

う、釈放後の帰住先の調査、引受人との話合い、就職の確保などを行い必要な受入態

勢を整えるものです。 

３．犯罪予防活動 

  犯罪や非行をした人の改善更生について地域社会の理解を求めるとともに、犯罪や

非行を未然に防ぐために、毎年７月の“社会を明るくする運動”強調月間などの機会

を通じて、「講演会」、「住民集会」、「学校との連携事業」などの犯罪予防活動を促進し

ています。 

コラム 地域における更生保護の活動 

更生保護のマスコットキャラクター 子ども映画会の様子 駅頭広報活動の様子 
ホゴちゃんとサラちゃん 
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第６章    計画の推進 

 

 

 

１ 計画の推進体制 

小金井市地域福祉推進委員会において、計画の取り組み状況の評価を行います。 

また、本計画の推進に当たっては、全庁的な体制における本計画の着実な実施に努

めるとともに、事業の進捗状況について、毎年度、計画の評価を行います。  

進捗状況および評価結果については、市ホームページで公表し、本計画に掲げる基

本目標や施策についての周知を図ります。 

 

ＰＤＣＡサイクルのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業の実施が計画に 

沿っているかどうかを 

確認する 

従来の実績や将来の見通

しなどを基にして計画を

作成する 

事業の実施が計画に沿っ

ていない部分について 

見直しを行う 

計画に沿って事業を行う 

策定 

Action 
改善 

Plan 

Do Check 
実施 評価 
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２ 計画の評価方法 

本計画の進捗状況をできるだけ客観的に評価し、施策のあるべき姿を定期的に確認

するために、目標指標を設定します。目標年次は、計画期間最終年度の令和１１年度

とします。  

目標の「継続」は現状から継続して同様に事業を進めるもの、「充実」は、現状か

らさらに事業を充実させて推し進めていくものとします。 

 

【計画全体の目標指標】 

アンケート調査による評価の指標として、次の目標を設置します。目標年次は、計

画の見直し年度である令和１０年度とします。 

 

計画全体の目標指標 
調査結果 目標値 

（令和１０年度） 平成２８年度 令和４年度 

１ 
自分が住んでいる町内の住み心地の満
足度「かなり満足している」の割合 

２１．７％ ２７．２％ ３５％ 

２ 

地域活動やボランティア活動、地域や
住民に対する各種の支援活動等につい
て取り組んだことのある人「現在、継
続的に取り組んでいる」、「たまに取り
組むことがある」合計の割合 

１８．４％ １６．１％ ２０％ 

３ 
福祉総合相談窓口（自立相談サポート
センター）の認知の割合 

９．４％ ４７．２％ ６０％ 

４ 権利擁護センターの認知の割合 ７．９％ ２５．６％ ３０％ 

 

 

【事業目標】 

①福祉のまちづくり 

事業 指標 
現状 

（令和４年度） 
目標値 

（令和１１年度） 

権利擁護事業の推進 市民後見人の数 ２人 充実 

福祉サービス第三者
評価システムの普及 

第三者評価の利用数 １７件 継続 

サービス事業者への
指導強化 

社会福祉法人への指導検査の
実施 

年１法人実施 継続 
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②包括的支援体制の構築 

事業 指標 
現状 

（令和４年度） 
目標値 

（令和１１年度） 

重層的支援体制の整備 － 
実施計画の策定 

（令和６年度） 

福祉総合相談窓口の
運営 

新規相談受付件数（自立相談
支援事業含む） 

４８９件 充実 

生活困窮者の自立支
援の推進 

生活困窮者自立支援プラン作
成数 

１８３件 充実 

就労・増収率 
（就労・増収者のうち就労支
援プラン作成者／就労支援対
象者） 

３７％ 充実 

 

 

③地域活動の活性化 

事業 指標 
現状 

（令和４年度） 
目標値 

（令和１１年度） 

ボランティア活動等
の普及や参加のきっ
かけづくり 

ボランティア体験学習の参加
者数 

４７人 継続 

多様な人材の地域活
動への参加促進 

ボランティア相談の件数（市
内活動への問合せ、既に活動
している団体からの相談等） 

５２４件 継続 

地域福祉ファシリテ
ーター養成講座の開
催 

講座受講者数 １２人 継続 

社会福祉法人等との
連携強化 

社会福祉法人連絡会の開催 
回数 

－ 年２回実施 

 



 

 

 

市民説明会及びパブリックコメントの実施について 

 

 

１ 市民説明会 

⑴ 実施概要 

ア 日 時 （第１回）令和５年１１月１８日（土）午前１０時から正午まで 

       （第２回）令和５年１１月２２日（水）午後６時から午後８時まで 

イ 場 所 両日ともに小金井市役所第二庁舎８階 ８０１会議室 

ウ 広 報 市報１１月１日号及び市ホームページに掲載 

エ その他 手話通訳あり、保育あり（保育は事前申込制） 

 

 

２ パブリックコメント 

⑴ 施策名称 

   第３期小金井市保健福祉総合計画（案） 

⑵ 募集期間 

令和５年１１月１５日（水）から令和５年１２月１５日（金）まで 

⑶ 募集対象 

市内に在住・在勤・在学する方、市内に事務所や事業所を有する法人又はその他の団体 

⑷ 応募方法 

住所・氏名・計画名称を明記してもらい、直接、郵送、ＦＡＸ又は市ホームページ専用

フォームによる募集とする。なお、上記の方法による応募が困難な場合は、電子メールに

よる応募も可とする。 

⑸ 意見募集の広報 

ア 市報１１月１日号及び市ホームページ（現在募集中のパブリックコメント）に掲載 

イ 配布場所（市内１３か所）に設置 

地域福祉課（市役所第二庁舎２階）、広報秘書課広聴係（同庁舎１階）、情報公開コー

ナー（同庁舎６階）、公民館各館、婦人会館、総合体育館、図書館（本館）、保健センタ

ー及び東小金井駅開設記念会館等 

⑹ 結果公表 令和６年１月下旬を予定 

 

資 料 ２ 

（当日配布） 


